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実践的思想形成をめざした消費者教育としての
社会科授業設計

 
― 中学校社会科公民的分野小単元「あなたは将来　　 
　 　　　どのような払い方をする」の開発を通して ―

　

西脇市立西脇南中学校　　横　川　和　成

Ⅰ　問題の所在

　本研究は実践的思想形成を目指した消費者教育

の授業構成原理を具体的な単元開発を踏まえて，

明らかにしようとするものである。

　消費者教育については，２０１２年に消費者教育

推進法が制定され，学校の教科の中においても実

践的な教育が重視されることになった。この法律

において，消費者教育は，「消費者が主体的に消

費者市民社会の形成に参画することの重要性につ

いて理解及び関心を深める」ことが目標と位置付

けられている。ここでいう消費者市民社会につい

ては法律内で以下のように説明がなされている1）。

　消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活

の多様性を相互に尊重しつつ，自らの消費生活

に関する行動が現在及び将来の世代にわたって

内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼ

し得るものであることを自覚して，公正かつ持

続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を

いう。

　消費者教育推進法における育成されるべき「消

費者」の特質について，岩本諭が「事業者との関

係にとどまることなく，市民性という観点から消

費者の性格を据えている」2）と指摘しているよう

に，社会形成としての役割自覚とその資質形成が

現行の消費者教育の役割だと言えよう。

　社会科教育学研究では，これまで，政治哲学を

基盤とし，国家に対立する概念として市民社会を

位置づけてきた。その上で，どのような民主主義

の理念・制度に立脚するかによって育成すべき市

民像を捉えてきた。消費者教育推進法においても

国家や行政の役割とは別に，消費者によって形成

される消費者市民社会が位置付けられている。ゆ

えに社会科消費者教育において求められる市民性

は，消費者市民社会を形成する市民としての資質

能力となるだろう。ただし，岩本がこの市民性が

従来の市民性概念と別個の異なる概念として位置

付けられるのかについては今後の議論に注目する

必要があると指摘しているように，消費者市民と

政治哲学の市民論を理論的に整理することは，筆

者の能力を大きく超えるため，別稿に期待するこ

ととする3）。本研究の目的は，消費者市民社会を

形成する市民像を明らかにし，その市民育成に貢

献しうる社会科授業論を示すことにある。そして，

本研究では，その社会科論として，実践的思想形

成をめざした学習を提案し，公民的分野の授業案

を提示することでその具体化を図りたい。

Ⅱ　消費者市民像と先行研究の特質

１．消費者教育推進法から見る消費者市民像

　本研究では，消費者市民社会を先に述べた消費

者教育推進法の定義で捉えている。その定義を踏

まえると，消費者市民としての資質は，他者や多

様性を尊重し，自己の選択・行動の影響を自覚し

て，社会の形成に参画する資質となる。日本は市

場経済の国家であり，消費者は，事業者とともに

そのプレイヤーである。従来の消費者像は，私的

な欲望に従って行動する存在であり，時に詐欺や

トラブルに巻き込まれるといった弱い存在として

捉えられてきた。それに対し，消費者市民は，消

費者を自立的な存在として捉えている。実際に，

水原らの研究によって，消費者の判断や行動が憲

法改正や財政再建といった政治的・社会的問題と

の関連性があることが明らかになっている4）。す

なわち，求められる消費者市民像は，社会的な問

題に対する関心をもち，消費者として自立的な判

断・行動をとることのできる存在である。
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２．社会科における消費者教育の特質と課題

　学校現場で実践されている消費者教育の多く

は，消費者トラブルに巻き込まれないような態度，

認識形成にとどまったものが多くみられる。これ

らの実践は，消費者を他律的なものとして捉え，

それらを保護しようとする側面が強い。

　一方で，社会科教育においては，消費者の自立

的な判断につながる実践が見られる。例えば，長

川智彦の「食品ロスについて考える」があげられ

る5）。長川が取り上げた「食品ロス（廃棄される

食べ物）」は，消費者によるスーパーマーケット

による売買行動による売れ残りや家庭から消費で

きずに排出された食品ゴミによるものであり，自

らの利を追求した結果，意図せざる結果として起

きてしまう課題である。授業では，まず，牛乳を

スーパーで購入する際の消費者の合理性について

検討し，買い物場面における社会的なジレンマが

食品ロスを起こさせることをつかませる。次に，

食品ロスを減らす取り組みについて政策を確認

し，ドイツの政策と比較する。その上で，自分た

ちが暮らす街の取り組みを検討し，個人や行政の

あり方について検討するようになっている。

　このように，自らの消費行動によって起こり得

る問題性を検証することを通して，消費行動の問

題性を発見し，問題を解決する行政のあり方を検

討する学習となる。長川の学習の場合には，初等

段階に合わせ，自らが暮らす町の政策を検討させ

ていたが，発達段階に応じて，国の政策課題とし

て扱うことも可能であろう。長川の学習は，学習

者に消費者の行動が社会問題につながっていると

いう認識枠組みを生み出すため，消費者市民育成

につながる学習として評価できる。

　しかし，これまでの先行研究では，最終的に消

費者市民としての自立的な判断を実践するという

行動や態度形成にはつながっていない点で課題が

残る。これまでの社会科で扱われた消費者教育で

は，社会的な問題を最終的には行政が解決すべき

取り組みとして，その政策のあり方を構想するこ

とに重きが置かれてきており6），消費者市民とし

てどのような消費行動をするかは検討されていな

い。積極的に消費者市民育成に貢献していくため

には，理想とする社会のあり方を構想したうえで，

個人のあり方や生き方を考えさせるより実践的な

判断を促す必要があるだろう。

Ⅲ　実践的思想形成をめざした社会科消

費者教育の授業設計

１．実践的意思決定学習の先行研究の特質と課題

　本研究では，先行研究で示した課題を克服しつ

つ，社会科授業において，消費者市民が求められ

る実際の消費行動を通して，望ましい社会のあり

方や個人の生き方を追求することをねらいとす

る。そのために，社会科教育において，望ましい

社会のあり方や個人の生き方を構想する学習であ

る猪瀬武則と桑原敏典の実践的意思決定学習を参

考にした7）。両者とも森分孝治が示した市民的資

質の構造に基づき，社会認識形成を踏まえながら，

個人のあり方・生き方に踏み込んだ社会科学習論

として評価できる8）。

　猪瀬武則は，経済教育において経済概念を反省

的に吟味させ，自らの行動の背景にある感情の合

理化を図ることができる新たな価値観を形成する

学習を米国のシミュレーション教材を通して，明

らかにしている。

　猪瀬が分析した教材では，実際に経済活動をシ

ミュレーション（実践展開活動）として体験させ

た上で，論争や価値葛藤がおきる場面を学習者に

振り返らせることで，どのような行為選択がより

望ましいものだったのかを再検討させるものと

なっている。

　一方，桑原敏典は目標原理として実践的思想形

成を提唱し，人文科学的な内容を取り扱い，人物

が抱く理想を批判的に吟味することを通して，自

らの理想の再構成を図ろうとするものである。

　桑原の分析した単元では，実在した人物の理想

像を分析させ，その理想の結果を予測させていく。

また，時代や社会で重視されている理想像が，現

代での適用可能かどうか，自らの生き方を再検討

させようとするものになっている。

　以上の先行研究の分析により実践的意思決定を

射程に入れた学習論の特質が明らかになった。猪

瀬の学習は，自分が実際に行った行動を経済概念

や道徳的葛藤を用いて，反省的に吟味することを

通してどのような行動が望ましいかを考えさせる
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点に特質がみられる。すなわち，日常的判断を科

学と感情によって揺さぶることが目指されてい

る。一方で，桑原は自らとは異なる人物モデルや

社会モデルを提示することを通して，自らの持つ

理想のあり方を浮き彫りにし，反省的に吟味させ

ようとする。両者は，共通する手続きとして反省

的吟味の過程を採用しているが，猪瀬は実際の判

断を行い，その判断を見直すことを目指すのに対

して，桑原は自らの理想を相対化することを通し

て，実践的思想形成を可能としている。

　本研究では猪瀬，桑原の両論を，消費者市民育

成の観点から応用し，授業構成の原理を示してい

きたい。まず，猪瀬の学習を，最終的には個人の

問題に還元されている点に修正を加えたい。猪瀬

の論で目指されているのは，あくまでも個人の意

思決定の正当化である。その際に，国や社会がど

うあるべきかという点は勘案されていない。消費

者市民の育成のためには，自らの行動が社会や国

家に与える影響を踏まえたり，どのようなあり方

が望ましいかを踏まえる必要がある。桑原の論は，

社会のあり方までを学習の射程に入れており，個

人の問題に還元されるという課題を克服してい

る。しかし，最終的に個人の日常で迫られる判断

を踏まえていないため，直接的に消費者市民の育

成にはつながらない。このような点を踏まえると，

個人の意思決定の反省的吟味の過程の中に，人や

社会のモデルを提示し，個人のもつ理想を吟味さ

せていくことが有効であると考えられる。

　また，両者の論では，感情といったものがどの

ように意思決定に考慮されていくのかということ

が示されていない。猪瀬の論では，日常的な判断

には感情が含まれていることが前提であり，それ

らを科学や道徳的な論争をもとに合理化してくこ

とが１つの方向性になっている。確かに，道徳的

な論争を踏まえると感情が生まれることになるだ

ろう。しかし，それらがどのように働くことにな

るのかは明らかにされていない。実践的意思決定

において，感情がもたらす効果を明らかにし，学

習に含めていく必要があるだろう。

２．実践的思想の構造

　本研究では，桑原の実践的思想形成を消費者市

民育成を目指した社会科授業の目標に据えて，図

１のように示した。この図の作成にあたっては，

森分孝治が示した市民的資質の構造と横川が示し

た社会観の図を参考にした9）。森分の示した科学

的社会認識には，事実（的知識）と概念・法則

（説明的知識）があり，その上に価値観（価値的

知識）がある。社会科教育ではそれらに基づく合

理的な判断力の育成を目標としてきた。ここでい

う合理的な意思決定の学習とは，自らの価値観に

基づく決定を科学的な認識をもとにより合理的な

ものに変えていくことになる。

　しかしながら，現実の消費行動における意思決

定は必ずしも科学の知識だけでは根拠づけること

ができない。森分が示した市民的資質の構造によ

れば，社会認識体制に感情が加わることによって，

実践的な意思決定を行うことになる。ここでいう

実践的意思決定は，感情に捉われる低次の判断で

はなく，社会認識体制に感情が加わることで，よ

り高次の判断となる。森分論では，この情意はど

のような要素を含むものなのかは明らかにされて

いない。そこで，本研究では，その一端を解明す

るために，心理学者のSimonやBarnardの論を応用

したい10）。だが，Simonらの論は世界中で幅広く

多様に解釈されており，筆者ではその妥当性を検

証することはできない。そこで，本研究では，日

本の研究者が解釈した彼らの論を基に，理論的な

知見とする。

　教育心理学者の田中俊哉は，Simonの論を基に

科学知に基づく合理性を「客観的合理性」に対し

て，情に基づく合理性を「主観的合理性」と位置

付けた11）。田中によれば，Simonの「客観的合理

性」とは，その意思決定を踏まえた際の結果に関

する正確な知識を持ち，可能な選択肢すべての中

から選び取るものである。しかし，私たちは実際

の意思決定の際には，断片的で部分的な知識しか

持ちえない。判断による結果は，将来のことであ

るため，結果と価値・知識を結び付ける際に，想

像によって経験的不足を補わなけらばならない。

「客観的合理性」には限界を前提としており，人

間は実際の意思決定の場面では，限定され制約さ

れた合理性，すなわち「主観的合理性」を加え，

判断することになるという。

　では，情意側面を踏まえて判断するとは具体的
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にどのような要素を補完しているのか。ここでは

Simonが影響を受けたBarnardの論を参照してい

る吉野直人の論を参考にしたい12）。吉野は，

Barnardの論をもとに，目的の決定に関わる道徳的

要因と手段の選択に関わる機会主義的要因に大別

されることを指摘する。道徳的要因とは，将来を

見通す行為であり，理想や願望といった非論理的

な基準によって補われることになる。一方，機会

主義的要因は，識別，分析，選択といった言葉で

示されるような論理によって補うものである。こ

こでの論理的については，吉野が「必ずしも経験

的事実による裏付けが必要だという意味で用いら

れているわけではない」13）と指摘するように，確

実ではないものの，予測したり，傾向を読み取っ

たりすることがあてはまる。このことから，情意

側面を意思決定の中に組み込むには，現時点では

確実に判断できないような社会の変化についてを

取り扱い，今後の理想や願望，予測や傾向などを

生徒に踏まえさせたうえで，判断をさせることに

なる。

　このような発想に基づいて，横川は社会観形成

の図を提示している14）。しかし，横川の図におい

ては，単純に社会認識を取り囲んでいるだけで，

どのように情意側面が社会認識に影響を与えるの

かが示されていなかった。本研究で示している図

１は，意思決定の基盤となる認識が情意側面の影

響により幅広くなることを示している。また，理

性を無視するのではなく，理性によって客観的に

判断できない部分を情意側面によって，拡大して

いくことになる。本研究では，社会科消費者教育

において，科学的な社会認識体制に加え，情意側

面を働かせた社会認識の基盤，すなわち実践的思

想を形成することを新たな目標として提案したい。

３．開発単元「あなたは将来どんな払い方をする」 

の授業構成

　学習内容の選択

　学習内容は，自らの消費生活に関する行動が現

在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢

及び地球環境に影響を及ぼし得るものが求められ

る。しかしながら，今後の理想や願望，予測や傾向

などを踏まえ，判断させるためには，顕在化した

問題では目指すべき社会の方向性が決まってしま

いやすい15）。例えば，食品ロスであれば，「ロスが

ない社会」というのが前提とする目指すべき社会

の姿である。他者の考えや多様性を考慮しつつ，

目指すべき社会のあり方を多様に保障するには，

これまでに消費者問題の背景となってきた社会的

な変化そのものを学習することが有効である。そ

の背景として米川は主要なものを４つ指摘してい

る16）。それは①情報革命に伴う技術革新②寡占の

進行による消費者の弱体化③マーケティングの進

展④販売方法の多様化である。このいずれかを把

握できるような社会の変化を扱うことをねらいと

する。

　そこで，本開発単元では①情報革命に伴う技術

革新の事例として，キャッシュレス化を題材とし

て取り上げた。日本政府は，２０１４年に２０２０年の東

京オリンピックに対応するために，改訂版「日本

再興戦略」を打ち出し，キャッシュレス化を進め

る方針を打ち出した。さらには，２０１９年にはポイ

ント還元事業が行われ，日本政府がキャッシュレ

ス化という動きを進めた。

　しかしながら，急激な社会の変化は様々なデメ

リットも指摘されており，論争となっている。例

えば，法制度上の課題，セキュリティの課題，機

器を導入するコストなどがあげられる。また，現

金を利用するという人も日本には多い。税金を利

用する国策の妥当性を検証する必要もある。

　このことから，個人の消費活動としての支払い

方の選択は，国の将来的な方向性の是非を問う国

民の意思決定にもなっているのである。このよう

な観点から，キャッシュレス化を題材として扱う

ことは，個人の現実に迫られる判断を，自立的に

捉えさせることになる。また，その過程の中で，

国のあり方や個人の生き方に関する構想を促し，
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将来のあり方について想定させることで，実践的

思想形成につながる題材といえる。

　授業構成

　本研究では，猪瀬，桑原の実践的意思決定論を

てがかりとし，実践的思想形成をめざした消費者

教育の授業構成を提案する。本研究で目指すのは，

あくまでも思想形成であり，従来の科学的な社会

認識形成を目指す社会科，合理的思想形成を目指

した社会科の延長線上に位置づくものである17）。

　授業構成は，個人の生き方の反省的吟味の過程

によって構成される。それは表１に示すような４

段階の過程となる。

　段階Ⅰの個人的意思決定による行動決定は，実

際の消費行動を学習者に決定させる過程である。

猪瀬の授業論では，シミュレーションを応用して

いたが，実際の学校教育の中で，長時間のシミュ

レーションの時間を確保することは困難である。

そこで，実際に消費者が行動選択を迫られる意思

決定を判断させることで，代替とする。例えば，

「あなたは何円でこの商品を購入するか」「この商

品を購入するか，否か」「どのようにして支払うか」

などである。シミュレーションと異なる点は，実

際に体を動かすという意志力を伴わないという点

であるが，本研究では森分の示した市民的資質の

構造における実践的意思決定までを射程をいれる

ため，問題はないと考えた。個人の具体的な消費

行動を第一段階で選択させることで，以降の段階

で反省的に見直すことが可能となる。

　段階Ⅱは，政策を進めることによるメリット，

デメリットの構造分析である。社会の変化に伴う

メリットの構造を分析する。社会の変化がすすめ

られているのは，様々な立場に利点が存在するか

らである。本研究で立場は，国家や地方公共団体

などの行政，商品やサービスを提供する事業者，

商品やサービスを購入，使用する消費者の３つの

立場を想定する。消費者市民を育成するうえでは，

消費者の視点のみならず，国家・社会のあり方を

対象としなければならないからである。それぞれ

の立場にとって，どのような利点が存在するのか

を把握することで，社会構造の認識形成を図ると

ともに，政策を推進する側の共感的な理解ねらい

とする。

　しかし，政策を推進する場合，多くは異なる対

抗意見が存在する。それは，異なる社会の構造に

着目し，根拠づけを図ろうとするものである。そ

こで，段階Ⅱでは合わせて，異なる見解を示して

いる主張を紹介し，メリットだけでなく，デメリッ

トを提示する。ここでは，消費者や事業者の観点

から見てどのようなデメリットがあるかだけでは

なく，行政に対しての否定的な意見を紹介するこ

とが望ましい。

　段階Ⅲは，桑原の論を参考に，個人の意思決定

に関する他国や社会のモデルを参照させる段階で

ある。政策をすでに推進している側と推進してい

ない側の国家・社会のモデルと市民の側の意見を

紹介し，自らの理想像との相対化を図る。この過

程を経ることで，個人の問題に還元することなく，

社会レベル，市民レベルで自らの意思決定を反省

的に捉えることができる。

　段階Ⅳは，理想の社会のあり方を踏まえたうえ

で，市民としての自己の生き方を判断する段階で

ある。ここでは２つの判断を学習者に課す。１つ

は，理想の国家・社会像である。現在の政策にお

ける国家・社会のあり方をどのように捉えるかを

評価させる。その上で，個人の生き方を判断させ

る。授業の知識を用いると，価値的判断に基づい

表１　実践的思想形成を目指した社会科授業構成の原理（筆者作成）

概要段階

実際の消費行動を伴う意思決定を判断させる。個人的意思決定による行動決定Ⅰ

国家の政策が進むことによるメリットとデメリットの背景を消費者，

事業者，国家の３つの視点から捉える。

社会の変化がすすむことによるメリッ

ト・デメリットの構造分析
Ⅱ

政策を推進している国とそうでない国を比較し，その市民像を捉える。国家（社会）・市民モデルの提示Ⅲ

多数の消費行動があたえる影響について推定する理想の国家・社会像

を考え，それに基づいて自らの未来の消費行動について決定する。

国家・社会のあり方の価値判断

実践的意思決定による生き方の決定
Ⅳ
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て，合理的な国家・社会のあり方が想定され，そ

れに基づく現在の自らの行動は導き出されるかも

しれない。しかし，ここでの問いは，未来志向の

問いを設定する。例えば，「将来大人になったら

…あなたはどうしますか」「◯◯年先，日本はど

のような社会を目指すべきですか」のように設定

する。この点に関しては，澁谷友和のマルチ・ス

ケールアプローチを参考にした18）。澁谷は価値判

表２　「公民的分野小単元「あなたは将来どのような払い方をする」の単元構成（筆者作成）

主な学習内容授業構成

○支払方法について調べる。

「現金」「デビットカード」「カード型電子マネー（edy icoca）」「電子端末型電子マネー（paypay Linepay）」
「クレジットカード」「つけ」「仮想通貨」について調べた。

○支払い方についての判断をする。

「あなたが大人になったら，どのような払い方をする？」（条件をつけてもよい）

段
階
Ⅰ

第
１
時

第
２
時

○キャッシュレス化が進むことによる各立場の利点を把握する。

「なぜ日本政府はキャッシュレス決済をすすめるのか」

（国家・行政の立場）

　観光客による経済効果，ビックデータの活用，税金徴収・紙幣・貨幣発行の費用が減る　等

（消費者）

　５％還元（２０２０年６月まで），ポイントがたまる，早い，お金をおろさなくてよい，両替がいらない

（事業者）

　販売機会の増加，防犯対策（強盗・偽札），新しい商業形態，販売データの活用段
階
Ⅱ

第
３
時 ○キャッシュレス化が進むことによる各立場の懸念を把握する。

（消費者）

　セキュリティ問題（偽造・番号盗用・情報流出），使える人と使えない人の格差，浪費や自己破産の増加

（事業者）

　端末の設置のコスト，災害時や停電時などの対応，データの管理のリスク

（国家・行政）

　キャッシュレスを使える人と使えない人の間で格差（年齢や町の規模），普及のための税金の使用・国民

　の反対意見

○キャッシュレス決済を志向する国のモデルを知る。

　・韓国の方針

　　年間クレジットカード利用額の所得控除，宝くじの権利付与，店舗での取り扱い義務

　　危機対策からデジタル化への受け入れ，外貨や金を用いた資産運用

　・スウェーデンの方針

　　銀行（市場）を中心としたキャッシュレス化，防犯対策としての現金の取り扱いが抑制

　　ユーロへの参加を拒否し，自国通貨を守るという国民意識

○キャッシュレス決済をあまり進めない国のモデルを知る　

　・ドイツの方針　

　　ドイツ国民の決済は使い分け，ドイツの主要政党のマニフェストでは現金支払いを保持

　　現金がもつ決済の匿名性や自由を重視

段
階
Ⅲ

第
４
時

○日本人の多くが現金払いを選択した場合の影響を想定する

　・外国人観光客の減少　・経済の活性化を逃す（ビックデータ等）

○日本人の多くがキャッシュレス決済を選択した場合の影響を想定する

　・あらたな犯罪やトラブルの可能性　・国家の情報管理の危険性　

　・キャッシュレスが使えない人との格差を拡大

○支払い方についての判断する。

「あなたが将来大人になったら，どのような払い方をする？」

○理想の国家・社会像を構想する。

「その支払い方をするうえで，今の日本政府の方向性をどのように思いますか？」

「そのように考えたのはなぜですか？」

段
階
Ⅳ
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断の際に有効な未来予測として，「起こりうる未

来」と「望ましい未来」を考えさせることを提案

している。澁谷によれば，この過程を組み込むこ

とで，複数の未来を想定しながら価値判断に至る

ことができるという。ここでいう「起こりうる未

来」は要因，分析などを通して論理的に導き出そ

うとした答えであり，機会主義的要因に該当する。

一方，「望ましい未来」は将来への願望が反映さ

れており，非論理的基準によって補われるため，

道徳的要因に該当することになろう。

　以上のような４つの段階を通して，学習者は自

らの生き方を決定する個人レベルの判断を，社会

の構造や実際のモデルを基に反省的に吟味するこ

とができ，実践的意思決定の基盤を形成すること

につながると考えられる。社会科における実践的

意思決定は，個人の生き方を社会に生きる市民の

レベルに引き上げるとともに，未来を想定して見

直すことでより高次のものへと高めていく手段で

ある。

　単元の展開　

　単元は全４時で構想した。表２は，本単元の全

体計画を示したものである。まず，キャッシュレ

ス決済について調べ学習をさせた。第１時は，そ

のための事前学習である。キャッシュレス決済と

はいえ，日本には多様なものが存在する。生徒は

既有知識をもっているが，どのようなものがある

のかを，調べて使用方法等を確認させた。

　第２時では，他者のレポートを読んだ上で，「あ

なたは将来どのようなな払い方をする」と尋ねた。

これは自由に解答させ，高額と低額で使用を分け

るなどの条件を付けてもよいことを補足した。

　第３時では，キャッシュレス化を推進する立場

と反対する立場の構造を分析した。キャッシュレ

スを推進する立場の主張の構造を，国家・行政の

視点，消費者の視点，事業者の視点で事実に基づ

いて整理する。消費者目線でのキャッシュレスの

利点は，調べ学習を通じて多様な理解ができてい

るが，事業者目線や国家目線では捉えられていな

い生徒が多い。事業者の側から見ると，キャッシュ

レスポイント還元への対応がもちろん大きな理由

ではあるが，防犯対策や決済のスピード化，従業員

を減らすような新しい業態の転換といったメリッ

トが存在する。国家の視点では，東京オリンピッ

クや大阪万博を見据えた外国からの観光客への対

応に加えて，ビックデータの活用や税金の徴収，

また紙幣発行枚数の削減につながることがあげら

れる。キャッシュレス革命２０２０研究会は「現金決

済に付随していたコストがキャッシュレス決済へ

の移行によって圧縮され，それがキャッシュレス

決済を利用する消費者に還元されるという循環が

増えていく」19）ことを指摘している。キャッシュレ

ス化を進めていくことで，結果的に消費者に対す

るサービスも向上することにつながるのである。

　一方で，キャッシュレス化に反対する意見も３

つの立場から考察する。消費者としては，日本に

現金利用者が多い実態を踏まえ，キャッシュレス

化に伴う浪費やトラブルへの懸念があることをお

さえる。また，クレジットカードは誰でも利用で

きるものではないことに触れ，使えない人が損を

することにはつながらないかを検討させる。事業

者は，販売機会の増加につながる一方で，機器導

入にかかるコストや利用の手数料を支払う必要が

ある。またデータ管理のリスクを背負うことにも

つながる。また，国家レベルでは，普及のための

税金の使用，地域間格差の問題，国民の世論との

ズレといった課題が指摘される。

　キャッシュレス化という国の方向性に対して，

好意的に捉える立場と否定的に捉える立場の双方

の主張を，事実に基づいて探求していく過程が第

３時となっている。これらは，科学的な社会認識

形成につながっており，第５時で行う判断を支え

る認識となる。

　第４時では，キャッシュレス化を推進する立場

の国と推進していない国を紹介し，モデルとして

提示する。キャッシュレス化を推進する国として，

韓国とスウェーデンを示し，推進していない国と

してドイツを取り上げる。韓国は，クレジットカー

ドを中心としたキャッシュレス率が他国に比べて

高く，政府主導でキャッシュレス化がすすめられ

てきた背景がある。政府の政策として，年間クレ

ジットカード利用額の所得控除，宝くじの権利付

与，店舗での取り扱い義務付けがなされている。

また，北朝鮮のテロ対策から国民ナンバー制度が

が普及しており，デジタル化への受け入れ基盤が



― １８ ―

あったことも背景にある。また，国民のウォンの

信用率が低く，外貨や金を用いた資産運用を行う

ほか，預金よりも不動産の方に価値が置かれてい

るという国民性もある。

　スウェーデンはキャッシュレス決済の約８割が

デビットカードであり，銀行を中心としたキャッ

シュレス化がすすめられている。犯罪対策を目的

に，公共交通機関では現金の取り扱いが抑制され

たことをきっかけに，現金の取り扱いを金融機関

が減らし，店舗等でも現金の取り扱いを拒否する

動きが拡大した。このようにスウェーデンでは，

市場原理を中心にキャッシュレス化が進行した国

である。その背景としては，２００３年の国民投票に

おいて，ユーロへの参加を拒否し，自国通貨を守

るという国民意識がある。自国通貨モデルの決済

システムを維持し，外国系IT企業の進出に対する

懸念が働いている。　

　一方で，ドイツは２０１５年のキャッシュレス決済

比率では，１４.９％となっており，現金を中心に

扱っている国である。しかし，ドイツ国民の決済

を金額ベースでみると，高額商品を中心にデビッ

トカードを使用しており，使い分けをしているこ

とが分かる。欧州中央銀行は２０１８年より小口決済

をリアルタイムで行う基盤づくりを政策として打

ち出しているが，ドイツの主要政党のマニフェス

トでは現金支払いを保持するという主張がみら

れ，キャッシュレス化を推進しているわけではな

い。キャッシュレス化が進んでいないわけではな

いが，依然として現金を中心とした消費活動であ

る。その背景として，現金がもつ決済の匿名性や

自由を重視する国民が多いことがあげられる。過

去の東西分断の歴史から，中央監視に対する嫌悪

感が根強く残っている。データ化されることによ

り，国民の行動が監視されるとの懸念が市民には

強く残っているのである。

　以上のような３か国の国家・市民モデルを提示

することで，自らの消費行動と国家の理想像を批

判的に吟味させていく。韓国は国家主導で，国家

の危機意識からデータ化をすすめるという市民意

識がある。スウェーデンは，自国のシステムを保

持するという観点から，独自のキャッシュレス化

を進めようとした背景がある。ドイツは過去の歴

史における監視社会に対する疑念から，現金の匿

名性を保持する傾向がある。日本はキャッシュレ

ス化を政府として推進しているが，その方向性も

批判的に捉えることで，自らの生き方や社会像を

構想する必要が生じるだろう。

　第５時では，最初に行った判断を見直し，再度，

実践的判断を行う。個人的な判断を促す前に，個

人の意思決定の判断が，日本国民の民意となる可

能性について言及する。「もし，日本人の多くが…」

と問いを投げかけ，これまでの学習内容を踏まえ，

日本の社会に与える影響について想定させる。社

会に与える影響とは，自らの利害とは異なる他者

（事業者や自分以外の消費者）を踏まえることを

意味し，第３時・第４時で複数の立場のメリット・

デメリットを把握することでその構想が可能とな

る。日本人の多くが現金払いを選択した場合，

キャッシュレス化は進まずに，外国人観光客は減

少する可能性が想定できる。また，ビックデータ

活用が進まずに，新たなビジネスチャンスを失う

ことにつながる可能性がある。一方で，日本人の

多くがキャッシュレス決済を選択した場合，

キャッシュレス化に伴う新たな犯罪やデータの流

出の可能性が指摘できる。また，クレジットカー

ドが持てない世代の不便性や利用できない人との

経済格差が想定される。

　自らの消費行動が日本の社会のあり方を示す民

意になることを踏まえ，再度個人の意思決定を促

す。問いは第一段階と同じく「あなたが大人になっ

たら，どのような支払い方をする」であるが，

キャッシュレスや現金のどちらかではなく，バラ

ンスも自由に記入できるようにした。またその裏

付けとなるように，「その支払い方をするうえで，

今の日本政府の方向性をどのように思いますか」

「そのように考えたのはなぜですか？」と問い，

国家・政府観についても記述させた。このような

発問をすることで，個人的な消費行動にかかわる

実践的な判断を，市民として国家・社会のあり方

を踏まえたものに高めていくことができる。また，

「大人になったら」という条件を設定することで，

国家や社会の願望や理想に加えて，どのような傾

向が予測できるのかといった推測も踏まえた価値

判断を促すことにつながる。この判断の根拠と
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なった思想を学習者自身が記述し，認識すること

で，実践的思想形成を促すことになる。

Ⅳ　成果と課題

　本研究は，消費者市民社会で育成する消費者市

民像を明らかにし，社会科授業における目標原理

を実践的思想形成とし，内実を経済学の理論をも

とに示した。また，それに基づく社会科授業授業

構成論理を具体的な単元プランの提示によって明

らかにした。実践的意思決定に着目した社会科授

業開発研究は，これまで多くすすめられてきたと

は言えない。それは，社会科教育が理性的な市民

の育成を目標としてきた背景がある。しかし，消

費者市民の育成という観点から捉えると社会科で

目指すべき役割は，より現実的で実践的な意思決

定の基盤を形成していくことであろう。

　一方で，本研究には未だ不十分なところが大き

く３点ある。第一に本単元は授業プランの提示に

とどまり，一部変更した実践を２０２１年に実施した

ものの，生徒の認識や変容にまで分析が至ってい

ない。授業の実践に基づいて，どのような判断が

できたのかを詳細にみとり，本授業プランにおけ

る子どもの意思決定の実際と限界についてを明ら

かにする必要がある。第二に，第一章でも述べた

が，消費者市民とこれまで社会科が使用してきた

市民という概念の区分けができていないという点

である。実際，消費者の自律性と他律性をめぐる

議論の中で，消費者市民と市民を区分すべきでは

ないといった議論もなされている20）。しかしなが

ら，本研究論文においては，その区分けについて

十分に議論をすることを回避している。ここに本

研究の不十分さがある。第三に，社会科そのもの

の役割について論じきれていない点である。本研

究では消費者教育推進法に基づき，学校教育にお

ける教科活動においても消費者市民を育成するべ

きという立場にたっているが，社会科の役割とし

て妥当なのかを検討できていない。本研究では社

会科授業における目標原理を市民的資質の構造に

立脚することで，消費者教育と社会科を関連する

ものとして捉えているにすぎない。社会科と消費

者教育の関連性についての整理は今後の課題とし

たい。 
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